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福知山市の森林・林業の現況と課題

55,254 ha

42,057 ha

41,549 ha

19,961 ha

福知山市総面積

うち、森林面積

うち、民有林面積

うち、人工林面積

76.1 ％

森林率

48.0 ％

人工林率

38 ％（府内平均）

福知山市では所有森林面積１～3ha未満の小規模林家が全体の62.9％を占めており、

全国平均56.5％よりも高く、細やかな森林が多い状況にある。

2020農林業センサス

大規模・集約化した効率的な管理が難しいという特徴



背景

『森林経営管理制度』 スタート

森林所有者は、適時に伐採、造林及び保育を実施することにより、

経営管理を行わなければなりません。

森林経営管理法第 3 条－責務－ （平成 3 1 年 4 月施行）

市町村は、経営管理が円滑に行われるように

措置を講ずるよう努めるものとします。



049090
画像を配置



■事業のイメージ
このエリアは林業経営ができそうだなあ・・・

ただ、誰が、どこまで所有しているか分からない・・・

このエリアは手入れをした方がよいなあ・・

ただ、台帳を元に手紙を送っても

あて先不明で返ってきてしまう・・・

現 状

だれが、どこまでの木を

所有(管理)しているかが明確に！



だれが どこまで×

所有者情報 より正確な地図と を紐づけたい＝

森林
計画図

情報の精度がさまざま かつ 正確に紐づけされていない

一方で、特に山林では・・・

GOAL



みなさまの情報を手がかりに、
より精度の高いデータベースを作ります。



■昨年度の雰囲気（令和６年度個別説明会状況） ＠三和荘



個別説明会は、お一人ずつお話を伺い記録する
最も重要な説明会です。

＠福知山市武道館（三段池公園内）



もうひとつの目的

＝森林境界に関する所有者認識の保全
（保全：森林境界に関する情報を記録し保存・維持すること）

○田畑の場合

• 尾根、谷くらいしか地形的な目印がない。

• 時間と共に植生状況が大きく変化。

• アクセスしづらく、確認が困難。

• 区画がハッキリ。

• 時間が経っても形状があまり変わらない。

• アクセスしやすく、確認が容易。

○森林の場合

＝境界情報が失われやすい



Aさん

父からスギを植えた
と聞いた

Dさんの山は広葉樹
だったような・・

Bさんとの境界には
大きなケヤキがある

完成地図と所有者ヒアリングの記録を

森林境界カルテにまとめてお送りします。

単に境界線を引くだけでなく、

（分からないという事実を含め）

森林所有者の認識を記録し、
残していくことが重要です。



御留意いただきたいこと

この事業の目的は、立木(＝地上物)の所有者界を明らかにすることです。

この事業は、地籍調査ではありません。

Aさん Bさん

完成した図面を元に、法務局の登記情報（所有者や地積）や公図、
固定資産課税台帳が変更されることはありません。

完成した境界案は地番の並びや土地の区画、境界を法的に確定・証
明するものではありません。参考図として御使用ください。

したがって、
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■ 今回の範囲図（大字名）

※大字談地区の地籍調査実施範囲は
  本事業では対象外です。



■ 今回の範囲図（林班）

※124林班・125林班は一部拝師地区も
含まれるため、上豊富地区内のみ対象です。

※談地区の地籍調査に係る範囲は対象外です。
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■ 従来の手法

森林所有者の高齢化、世代交代に伴う不在村化が進んでいます。
そのため、現地立会が難しくなりつつあります。
従来手法による森林境界の確認は、年間で１事業あたり数10ha程度が一般的です。
市全域の境界の把握に、500年以上を要する計算です。

• 森林計画図、公図、航空写真等を用いて境界を確認
これらの図面は情報が少なく現地立会が必須でした。
図面の精度から、現地と地図の対比が困難な場合もありました。



■ 新しい技術を用いた森林境界（案）の作成

【赤色立体地図】 【レーザ林相図】

■解決策
「立体感をもたせた地図」や「樹木を色分けした地図」 と
いった、最新の地図を用いて山の見える化を実現しました。
原則として、現地立会なく森林境界（案）を作成します。



■ 当該地区の航空写真（令和２～４年撮影）



■ 当該地区のレーザ林相図（令和２～４年計測）



■ 当該地区の赤色立体地図（令和２～４年計測）



■ 航空写真・レーザ林相図・赤色立体地図 比較

榎原神社

航空写真 レーザ林相図 赤色立体地図



■ 新しい地図は、航空レーザ測量により作成しました

レーザパルス中の計測対象

ファーストパルス

ラストパルス

中間パルス

（セカンド、サード）

樹木A

樹木A

樹木B、C 地盤

レ
ー
ザ
ー
パ
ル
ス
強

度

発射パ

t0

地盤

B

C

樹冠表層面の高さ情報だけでなく、
林内の情報も取得

10m

10m

高木

低木

地面



■ 森林境界（案）の作成に用いる地図

森林計画図
（現況把握）

赤色立体地図
（地形判読）

航空写真図
（現況把握）

レーザ林相図
（林相判読）

民有林の種別や
境界を示す地図

尾根、谷、里道等、
「地形」が見える図

森林の現況が見える
航空写真図

樹種が色分けされた
「林相」が見える図



■ レーザ林相図

列状境界木

• 航空写真ではわかりづらい、樹種・林相（樹木の大小、配置など）
を、視覚的に把握できる図面です。

• 境界に植えられた特徴的な樹木（境界木）なども確認できます。

境界確認用に
植えられたマツ

列状境界木（2列のスギ）

━ 境界線
（国土調査後）

航空写真 レーザ林相図 レーザ林相図＋
境界線



31
レーザ計測による
赤色立体地図 森林計画図（同区域）

小さな谷の
存在

河道形状、
砂防施設

斜面畑や
棚田地形

人工的な地形
（河守城跡）

林道や作業
道を可視化

■ 赤色立体地図

森林境界の検討にあたって等高線ではわからなかった、細かい尾
根や谷、作業道といった、微地形の位置を正確に表現できます。



・林相や地形を確認し、森林境界（素案）を作成します。

■ 森林境界（案）の作成手順
森林簿と森林計画図 公図

林相、地形の
情報 個別説明会にて

所有者間で確認・訂正

・森林計画図、公図を用いて各筆の位置検討をします。
 位置がわからない筆は、聞き取りなどを通じて把握します。

森林境界（案）



■ 森林境界（案）の確認手法

レーザ林相図から樹木の生え方の違いを確認し、森林境界（案）作成

森林境界に沿って列状に
植えられたスギ
（列状境界木）

ヒノキ広葉樹

樹種の違いから森林境界を確認



■ 所有者界（修正案）の作成手法

地形・地物を参考に森林境界を確認

尾根に沿った森林境界

谷に沿った森林境界

地図上で境界確認しており、土地境界を確定するものではありません

森林計画図

森林境界案



分類 内容

自然地形 尾根・谷・河川・岩

人為地形 里道・水路・田・畑・（林道・作業道）

林相 樹種・木の大きさ・境界木・列状木

その他

地積測量図など根拠資料があるもの
所有者からの証言があるもの
赤色立体地図やレーザ林相図以外
が根拠資料になるもの

不明
上記の根拠が該当せず、根拠不明の
ため森林計画図に準じた場合

■ 森林境界（案）の参考とする根拠情報

境界（案）の確認にあたって教えて頂きたい情報

頂上

ガケ

里道 柿の木

杭桑畑

杭

▼境界のヒントになる
手書き図面と写真

植栽状況が
分かる図面

根拠となる資料イメージ
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■ 森林境界（案）とは

森林境界（案）

・森林境界（案）とは、森林を管理していくための境界（案）です。

・木の種類や植えた時期の違いや尾根や谷の地形から、木を植栽
した所有者を把握します。

・森林所有者が森林管理を市に委託するのか、自ら経営管理をして
いくのかの、意向を確認する際に参考とする境界（案）です。

・森林の持ち主を明確にするものであり、土地境界や登記等に影響
を与えるものではありません。

※市に委託した場合でも、自ら森林の管理
ができなくなるわけではありません。



■ 森林境界（案）とは

・案内で右図の地番リストを送付
させていただいています。

地番リストに記載している地番
であっても今後調査を進めるに
あたり本事業の対象外の土地
になる場合がございます。

森林境界（案）



■ お願い

• 境界（案）の確認にあたって以下のような根拠となる資料があれば、
些細な情報でも構いませんので、ご貸与をお願いします。本日お持ち
いただいている方は、コピーを取らせていただきたいので受付のスタッフに
お声かけの程お願いいたします。

参考：独自に調査された地番図

■質問等の受付
赤色立体図やレーザ林相図の図面を用意しています。近くのス
タッフまでお声がけください。

・所有する森林の位置を示す地図や書き置
き
・植栽した樹木の種類が分かる書類や伝聞
・植林地の様子を示す写真
・地域に残る古地図
・独自に調査された地番図
・売買契約書 等



■ 委任状について

所有する森林について、行ったことがない等で境界について全く把握して
いない場合は、親族や親戚、知人または本業務を実施する福知山市へ、
「境界確認」を委任できます。
委任状は市より送付した案内文の封筒に同封させていただいております。

【委任状をお持ちの方】
受付の委任状受取スタッフにご提出いただきますようお
願いいたします。

【委任状をお持ちでない方】
本日提出されたい方はスタッフにお声掛けいただきまし
たら受付にて委任状を準備させていただきます。

※押印欄はサインでも問題ございません



■ アンケートについて

説明会案内資料に同封しておりましたアンケートにご協力いただけますと
幸いです。まだ提出がお済みでない方は説明会終了後、受付までご提出
をお願いいたします。本アンケートの内容から森林境界に詳しいと判断した
方に対してご連絡させていただく可能性がございます。
◇記入方法について質問等がある場合は、スタッフまでお声がけください。



■ 担当者連絡先について

本業務受託業者担当者から電話をかける際は、以下のどちらかの電話
番号からお電話させていただきます。お手数をおかけしますが、ご登録いた
だけますと幸いです。

アジア航測㈱：
06-4801-2251

担当者(大川)：
090-6970-8930



■ 親族所有山林の有無の確認について

登記簿情報等から説明会の案内状を送付していますが、住所不明な
どの理由から案内が送付できていない登記所有者がいます。

親族（おじい様・おとう様）が所有する山林があるのではないかと思わ
れる方は、説明会終了後、受付スタッフにお声がけください。

住所不明の方のお名前を確認していただくことができます。
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■今後の流れ

業務内容の説明

第２回説明会（個別）
調査成果の確認

森林境界（案）
カルテの送付

所有者間の境界案の確認・調整

聞き取り調査、
資料収集、現地確認

森林整備事業検討

令和８年１月頃
第３回説明会（個別）

修正成果の確認

令和８年度以降～

令和８年３月～

作成した森林境界（案）を御確認いただき、意向調査および
森林整備事業を進めることに同意をお願いします。
なお本同意は、境界（案）に対して、異論や主張を妨げるも
のではありません。

令和７年９月７日(日)

令和７年８月～１０月頃

令和７年１０月２４日(金)～２７日(月)



■個別説明会の流れ（令和６年度状況）
① ②

③ ④



目指す姿

※法務局の管轄である、登記情報や公図・地籍図等に
影響を与えるものではありません。

※ただし、本成果品を基に、京都府が管轄する森林簿情報の修正等が
行われることがあります。

林業を盛り上げ、美しい森林を
次世代に繋いでいくためには、
森林の所有状況を明確にすること
が第一歩です。
今回作成する森林境界（案）は、

森林整備の検討に活用する
基礎資料です。
市としては林業的利用を積極展開
していきたいと考えています。



ご清聴ありがとうございました
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